
       長崎市身体障害者用自動車改造費助成事業運営要綱 

 

１ 趣 旨 

  この要綱は、長崎市地域生活支援事業実施規則（平成１８年長崎市規則第９４号）第

３条第１０号ケに規定する自動車改造費助成事業（以下「事業」という。）の実施に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 助成対象者 

  この事業の対象者は、長崎市内に居住する重度の上肢、下肢又は体幹機能障害者であ

って、次の要件のいずれにも該当する者とする。 

 (1)就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操行装置及び駆動装置等の一部を改

造する必要がある者 

 (2)改造助成を行う月の属する年度の前年の所得税課税所得金額（各種所得控除後の

額）が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者 

 

３ 再助成に係る期間制限 

既にこの補助金の交付を受けたことのある者については、直近の助成に係る交付決定

の日から６年を経過していない場合には、対象としないものとする。ただし、障害の変

化等によりやむを得ない場合は、この限りではない。 

 

４ 助成額 

  この事業の助成額は、操行装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。 

  ただし、助成額は、１００，０００円を限度とする。 

 

５ 申 請 

  助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、身体障害者用自動

車改造費助成金交付申請書（第１号様式。以下「申請書」という。）を福祉事務所長

（以下「所長」という。）に提出しなければならない。 

 

６ 交付の決定及び通知 

  所長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、調査のうえ交付又は却

下の決定を行い、その結果をそれぞれ身体障害者用自動車改造費助成金交付決定通知書

（第２号様式）又は身体障害者用自動車改造費助成金却下決定通知書（第３号様式）に

より申請者に通知するものとする。 

 

７ 完了届 

  申請者は、改造が完了したときは、すみやかに身体障害者用自動車改造完了届（第４

号様式。以下「完了届」という。）を所長に提出しなければならない。 

 

８ 助成金の交付 

  所長は、前項の完了届を受理したときは、実地調査等により、その内容を確認したう

えで助成金を決定し、申請者に交付するものとする。 



 

９ 改造費助成簿の整理 

  所長は、助成の状況を明らかにするために、身体障害者用自動車改造費助成簿（第５

号様式）を作成し、整備しておくものとする。 

 

１０ その他 

  この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項は、所長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、昭和５１年４月１日から実施する。 

 

   附 則（平成４年１０月３１日告示第３５３号） 

 この要綱は、平成４年１１月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１８年９月２９日告示第７１６号の３） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の身体障害者用自動車改造費助成事業運営要綱に定める様式による用紙は、当

分の間所要の整備をして使用することができる。 

附 則（平成２７年１２月２８日告示第７８７号） 

 この要綱は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月１０日告示第３６３号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

 



第１号様式（第５項関係） 

身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書  

（あて先）長崎市福祉事務所長  

 下記のとおり交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。  

    年   月   日  

           住   所  

           氏   名                          

           生年月日    年   月   日生  

申 請 金 額 円  ※受付    年   月   日 

改造の箇所及び改

造の概要（できる

だけ具体的に） 

 

助
成
対
象
者 

身体障害者手帳 

  

 
第    号 交付   年  月  日 等級  種  級 

障害名 

 運転免許証番号 第         号 交付年月日   年  月  日 

車種及びナンバー  

自動車使用の目的  

交付決定のため、対象者及び対象者の属する世帯の所得状況について、 

長崎市福祉事務所長が確認することに同意します。 

世帯状況 

(対象者を含む) 

氏  名 個人番号 続柄 生年月日 同意欄 

  本人  ㊞ 

    ㊞ 

    ㊞ 

    ㊞ 

    ㊞ 

    ㊞ 

※ 調査者の意見 

 

 

※  氏名          印  

（注）添付書類：業者の見積書（具体的内容のわかるもの） 
           
 ※欄は記入しないこと 

 



第２号様式（第６項関係） 

身体障害者用自動車改造費助成金交付決定通知書 

 

助成対象者の住所 

 

氏名 

 

住 所  長崎市   町   
 番

丁目
   

号 

番地  

 

氏 名 

 

改造の箇所及び 

 

改造の概要 

 

改造を行う業者  

助成予定金額  

備     考  

   年   月   日 付で 申請 のあっ た身 体障 害者用 自動 車改

造 費 助 成 金 に つ い て は 、 上 記 の と お り 決 定 し た の で 通 知 し ま

す。  

 

      年  月  日 

 

             長崎市福祉事務所長         印 

 

           様 

 



 

第３号様式（第６項関係） 

 

身体障害者用自動車改造費助成金却下決定通知書 

 

 

    年   月   日 付 で 申 請 の あ っ た 身 体 障 害 者 用 自 動 車

改 造 費 助 成 金 に つ い て は 、 審 査 の 結 果 次 の 理 由 に よ り 却 下 す る

ことに決定したので通知します。  

 

 （却下理由）  

 

           年  月  日 

 

                 長崎市福祉事務所長       印 

 

 

               様 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第７項関係） 

身体障害者用自動車改造完了届 

改 造 金 額                      円 

改 造 期 間 着工   年  月  日 完了   年  月  日 

改 造 施 行 者 

住 所  

氏 名  

改造の箇所及び 

 

改造の概要 

 

備     考  

 

 上記のとおり改造が完了したのでお届けします。 

 

       年  月  日 

 

 

       申請者 住 所  長崎市   町   
 番

丁目
   

号 

番地 

 

           氏 名             印 

 

（あて先）長崎市福祉事務所長 

 添付書類  業者の請求書又は領収書 



第５号様式（第９項関係） 

 

身体障害者用自動車改造費助成簿 

番号 
助成金交付 

年月日 

氏  名 

（ 個 人 番 号 ） 
住   所 

身体障害者 

手帳番号 
自動車運転免許証番号 助成金額 改造箇所 

  
 

(         ) 
   

円 
 

  
 

(         ) 
     

  
 

(         ) 
     

  
 

(         ) 
     

  
 

(         ) 
     

  
 

(         ) 
     

  
 

(         ) 
     

  
 

(         ) 
     

 


